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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面塗材としての抗菌・有害物分解性物質を含有する第１層塗材と、内面塗材としての吸
着吸放湿能を有する無機多孔質物質を含有する第２層塗材と、からなる建造物用複合内装
塗材であって、
第１層塗材は、抗菌・有害物質分解性物質として酸化チタン光触媒と、バインダーとを含
有し、
第２層塗材は、無機多孔質物質とバインダーを含有し、無機多孔質物質は物理吸着能及び
イオン交換能を有する細粒と粗粒の天然ゼオライトの混合物を主成分とするものであり、
前記の細粒と粗粒は天然ゼオライトを破砕した後で風力分級したものであり、細粒に対し
て粗粒を重量比で２/３倍量から１．５倍量配合して細粒と粗粒の天然ゼオライトの混合
物とし、
該細粒と粗粒の天然ゼオライトの混合物を第２層塗材の主成分として配合することにより
表面を凹凸状にした建造物用複合内装塗材。
【請求項２】
酸化チタン光触媒は、室内照明で触媒機能を発揮する可視光応答型酸化チタン光触媒であ
る請求項１に記載の建造物用複合内装塗材。
【請求項３】
第１層塗材は、酸化チタン光触媒に加えて抗菌・有害物分解性物質としてさらに無機質抗
菌材を含有する請求項１記載の建造物用複合内装塗材。
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【請求項４】
第１層塗材中のバインダーは、無機質バインダーであり、
第２層塗材中のバインダーは、カオリン系無機鉱物、天然繊維及び親水性硬化剤の混合物
である請求項１記載の建造物用複合内装塗材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、住空間の環境保全と改善を目的とする建築用材であり、詳しくは建造物の内装
仕上げに使用される複合内装塗材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
建造物の内装仕上げ構造としては、石膏ボード、木材、合板などからなる下地材の表面に
珪藻土、活性炭、活性炭素繊維、分子ふるい炭素、シリカゲル、活性アルミナ、ゼオライ
ト等の無機多孔質物質を配合した塗材やシラスなどの微粒子を吹き付けて多孔質の壁面を
形成する技術が知られている。無機多孔質物質はその細孔内に種々の分子を物理吸着する
ことが知られており、室内の湿度調整、臭気成分、揮発性有機化合物（以下、ＶＯＣと称
する）を吸着する機能を有する内壁等の製品が市販されている。一方、臭気成分やＶＯＣ
除去を目的に、光触媒を塗布した建造物の内壁等が開発されており、内壁、天井、壁、床
、浴槽、洗面スペース、蛇口などを酸化チタンでコーティングして抗菌性を付与した製品
が市販されている。代表的な光触媒活性物質としては酸化チタンが知られており、近紫外
線を照射すると酸化反応を触媒することが知られている。また、少量の不純物を添加（ド
ープ）することにより４００～６００ｎｍの可視光で励起する可視光応答型の光触媒も開
発されている。
【０００３】
例えば、特許文献１には、基材の塗装をした表面に、光触媒を担持させた粉末を散布し、
塗装した塗膜に粉体を固着させてなることを特徴とする建築材が開示されており、前記の
光触媒が酸化チタンであり、光触媒を担持する粉体がシリカ、ケイ砂、ゼオライト、シリ
カゲル、珪藻土、アロフェンから選ばれるものであることが記載されている。これにより
基材の材質が制限されることがなく、光触媒の機能を十分に発揮させることができるとの
記載がある。
【０００４】
また、特許文献２には粉末状の炭と、消石灰又は漆喰と、ポリビニルアルコールと、水と
を有することを特徴とする防蟻塗装剤が開示されており、二酸化チタン、ゼオライトを添
加したことを特徴とする防蟻塗装剤についての記載がある。これにより一般住宅等の木造
建造物に用いられる木材を白蟻等の害虫から長期間にわたって保守し、調湿機能、防臭機
能、抗菌機能、防カビ機能、防汚機能、防腐機能、害虫駆除機能及び紫外線除去機能を付
加し、さらに、作業性が良好で、環境に優しく、なおかつ低コストを実現する防蟻塗装剤
及びそれを塗装した建材用ボードを提供できるとの記載がある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３１３９７１号公報（請求項１、請求項４、［００１３］
）
【特許文献２】特開２００４－２４４４３１号公報（請求項１、請求項３、請求項４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は無機多孔質物質への臭気成分、ＶＯＣ等の分子の吸着・脱着反応と抗菌・有害物
分解性物質による該分子の分解反応を協調せしめ、一度、無機多孔質物質に吸着した臭気
成分、ＶＯＣ等の分子が室内に再度放出されることのない建造物用複合内装塗材及び建造
物用複合内装塗装構造を提供すること、さらには、第１層の抗菌・有害物分解性物質によ
り無機多孔質物質の細孔に吸着した分子を分解することにより、細孔を飽和させることな
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くセルフクリーニングできる能力を有する建造物用複合内装塗材を提供することを目的と
する。
【０００７】
従来、無機多孔質物質を単独で使用した場合は、細孔内に吸着する分子の絶対的量には上
限があり、分子の吸着量が増えるにつれて細孔が飽和状態に近づきやがては飽和し、分子
を吸着することができなくなるおそれがあった。また、物理吸着は共有結合等の相互作用
と比較して格段に弱い相互作用であるため、吸着した分子は温度の上昇、減圧によって容
易に脱着されることが知られている。従って、室温上昇などの室内環境の変化に応じて一
度、吸着された臭気成分、ＶＯＣが室内に再放出され、居住者が知らないうちに臭気成分
、ＶＯＣに暴露されるという問題があった。特に冬季には暖房器具の使用により無機多孔
質物質が暖められ、一度、無機多孔質物質に吸着されたＶＯＣ等の分子が放出されやすい
環境になり易かった。それに加えて、開放型燃焼器具を使用する場合には、暖房器具その
ものから、二酸化炭素のみならず、一酸化窒素、窒素酸化物、硫黄酸化物、ホルムアルデ
ヒド、ＶＯＣが発生する事が報告されており、冬季に石油ファンヒーター、対流式石油ス
トーブなどの開放型燃焼器具を使用する世帯では、居住者が高濃度の臭気成分、ＶＯＣに
曝されやすく上記の問題点がより顕著に現れやすかった。昔の日本家屋では、室内の換気
量が自然と大きいために、建材に用いられる接着剤、開放型燃焼器具等から発生する臭気
成分、ＶＯＣは大きな問題とならなかったが、近年の高気密化が為された住宅環境におい
ては建築物の気密化による換気量の減少により室内の臭気成分、ＶＯＣは大きな問題とな
り、それはシックハウス症候群等の問題からも明らかである。
【０００８】
特許文献１には基材の塗装を施した表面に、光触媒を担持させた粉体を散布し、塗装した
塗膜に粉体を固着させてなることを特徴とする建築材であって、前記光触媒が酸化チタン
であり、光触媒を担持する前記粉体がシリカ、ケイ砂、ゼオライト、シリカゲル、珪藻土
、アロフェン等である建築材が開示されているが、無機多孔質物質（粉体）への臭気成分
、ＶＯＣ等の分子の吸着・脱着反応と抗菌・有害物分解性物質による該分子の分解反応を
協調させる手段及び無機多孔質物質（粉体）の細孔の飽和を防ぐ手段については検討が為
されておらず、建築材が暖房等の外的要因で暖められた際には前記粉体に吸着した臭気成
分、ＶＯＣが光触媒の作用により分解されずに室内に漏れ出すおそれがある。それに加え
て、光触媒を担持させた粉体を塗膜表面に固着させる構成とした場合、摩擦により固着さ
せた前記粉体が脱落し、ガス吸着能、分解能を長期にわたって維持することは難しいとい
う問題がある。
【０００９】
一方、特許文献２には粉末状の炭と、消石灰又は漆喰と、ポリビニルアルコールと、水と
を有することを特徴とする防蟻塗装剤及びそれを塗布した建材用ボードが開示されており
、二酸化チタン、ゼオライトを添加する旨の記載が請求項３及び請求項４に見られる。こ
こで提案されている防蟻塗装剤は二酸化チタン、ゼオライト、粉末状の炭、消石灰又は漆
喰、ポリビニルアルコール及び水を混合した１層からなるものであり、このような単一層
からなる塗装構造では抗菌・有害物分解性物質（光触媒）と無機多孔質物質（ゼオライト
）の役割が明確でなく、特許文献１と同様に抗菌・有害物分解性物質と無機多孔質物質の
機能の協調は図り難い。そこで本発明は上記のような室内空間への臭気成分、ＶＯＣの再
放出及び無機多孔質物質の細孔の飽和現象を防ぐ手段を開発すべく検討を行った。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明では表面塗材としての抗菌・有害物分解性物質を含有する第１層塗材と、内面塗材
としての吸着吸放湿能を有する無機多孔質物質を含有する第２層塗材と、からなる建造物
用複合内装塗材であって、第１層塗材は、抗菌・有害物質分解性物質として酸化チタン光
触媒と、バインダーとを含有し、第２層塗材は、無機多孔質物質とバインダーを含有し、
無機多孔質物質は物理吸着能及びイオン交換能を有する細粒と粗粒の天然ゼオライトの混
合物を主成分とするものであり、前記の細粒と粗粒は天然ゼオライトを破砕した後で風力
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分級したものであり、細粒に対して粗粒を重量比で２/３倍量から１．５倍量配合して細
粒と粗粒の天然ゼオライトの混合物とし、該細粒と粗粒の天然ゼオライトの混合物を第２
層塗材の主成分として配合することにより表面を凹凸状にした建造物用複合内装塗材によ
り上記の課題を解決する。すなわち、抗菌機能・有害物分解機能を担う層と臭気成分、Ｖ
ＯＣ、水分子を吸着する層の２層構造とすることにより、第２層による分子の吸着作用と
第１層による分解作用を協調せしめ、第２層で吸着・捕捉した臭気成分、ＶＯＣを第１層
で室内側に漏らすことなく分解することができるようになるのである。また、第２層塗材
中の無機多孔質物質を細粒と粗粒の天然ゼオライトの混合物としているので、第２層塗材
の表面を凹凸状として抗菌・有害物分解性物質の摩耗等による消失を防ぐことができる。
 
【００１１】
より具体的には、前記第２層塗材を、物理吸着能に加えイオン交換能を有する無機多孔質
物質と親水性バインダーからなる塗材とし、その上に第１層を形成することで、上記の課
題を解決することができる。すなわち、光触媒を含有する第１層と無機多孔質物質を含有
する第２層を別個独立に設けることにより、吸着した分子を分解する第１層と分子を吸着
する役割を担う第２層という具合に役割分担が明確になり、第２層に含まれる無機多孔質
物質に一度、吸着した臭気成分、ホルムアルデヒドなどのＶＯＣが室内に漏れ出すことの
ないよう、第１層に含有させる抗菌・有害物分解性物質の密度を調節することができるよ
うになる。また、ここで、第２層の主原料となる無機多孔質物質としてイオン交換能を有
する物質を選択すればイオン交換により極性物質が保持されるため、温度の上昇等の外的
要因により、第２層中の無機多孔質物質から一度吸着されたＶＯＣ分子が再放出される際
に、炭などの比較的弱い相互作用と言われる分子間引力に起因する吸着（物理吸着）に比
して、第２層からの分子の脱着速度を低下させることができると期待される。本発明では
、イオン交換能を有する無機多孔質物質として沸石属に属する天然鉱物（以下、天然ゼオ
ライトと称する）を主成分として使用する。天然ゼオライトを主成分とする第２層塗材に
は天然ゼオライトに加えてセピオライト、シラス、珪藻土、ガラスバルーンなどの軽量骨
材を加えてもよい。
【００１２】
第２層塗材中には無機多孔質物質を含有させているため、元来ある程度の断熱性を有する
が、必要に応じて、セピオライト、シラス、珪藻土、ガラスバルーンなどの軽量骨材を第
２層塗材に加え第２層に空隙がより多く含まれるように構成すれば、塗材の昇温を抑制し
、温度上昇に伴う第２層の無機多孔質物質に吸着した分子の脱着速度をさらに低下させる
ことが可能となる。ここで軽量骨材の最大粒径は、第２層塗材における塗厚の範囲内であ
るものとする。
【００１３】
第１層塗材の抗菌・有害物分解性物質としては抗菌活性及び有害物分解能を有するもので
あればよいが、好ましいものの一例としては酸化チタン光触媒が挙げられる。酸化チタン
光触媒は紫外線照射等の特殊な処理を施さずとも励起することが好ましく、室内照明、す
なわち一般的な蛍光灯及びＬＥＤが発する可視光（４００～８００nm）で励起され、触媒
機能を発揮する可視光応答型酸化光触媒を用いると、北側に面する部屋等であっても日当
たりが悪いために光触媒活性が低く発明の効果が得られないといったことがなく好ましい
。この抗菌・有害物分解性物質とバインダーとを混合することにより第１層を形成するが
、バインダーとしてはシリカゾル、アルミナゾル、アルミナセメントのような無機質バイ
ンダーを用いる。また、前記の第１層で使用するバインダーに代えて少量の第２層塗材を
用いてもよく、その場合は第２層の上に薄く塗布して形成するとよい。この方法によると
、既に調整した第２層塗材の一部をそのまま第１層塗材のバインダーに流用できるので、
新たに第１層塗材用にバインダーを調整する必要がなく、作業工程の簡略化、低コスト化
を図ることができる。
【００１４】
第２層塗材において用いられる無機多孔質物質は物理吸着により気体分子を吸着するもの



(5) JP 5510911 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

であればよく、そのようなものの一例としては発泡セメント、珪藻土、シリカゲル、アロ
フェン、活性炭、天然ゼオライトが挙げられる。そのなかでも天然ゼオライトの日本国内
での生産量は月間数十万トンにものぼり、比較的安価で手に入ることに加えて、陽イオン
交換能、分子ふるい作用を有し、塊状で産出し、破砕により必要とする粒度を得るのに加
工しやすいため、本発明では特に天然ゼオライトを主成分とする。特に上述のようにイオ
ン交換によって物理吸着よりも強く極性分子を吸着すると考えられるため、物理吸着に比
して室温上昇による分子の脱着速度を低下させることができる点で好ましい。天然ゼオラ
イトの結晶構造の大半は解析されており、４、５、６、７及び１２員の４面体環のつくる
輪が互いに連結してトンネルとカゴを形成していることを特徴とする。トンネルの最小の
幅はそれを通すことのできる１分子の最大直径の近似的な尺度となっているため、吸着さ
せたい目的の分子のサイズ及び分子を吸着できる最大容量に応じて適宜、天然沸石族に属
する鉱物を選択すればよい。特に好ましいものとしてはクリノプチロライト、モルデナイ
トが挙げられる。
【００１５】
また、光酸化触媒活性が低下する暗所での抗菌機能を補う目的で第１層塗材中に抗菌性物
質としての無機質抗菌材を含有する複合内装塗材及び複合内装塗材構造としてもよい。無
機質抗菌剤としては例えば銀、銅、亜鉛等が挙げられる。これらの無機質抗菌剤を使用す
る場合には、上述の無機多孔質物質に担持させて使用する。
【００１６】
第２層には必要に応じて施工時の作業性を考慮して、可塑性を上げてひび割れ防止し、塗
材の磨耗強度を向上させるためのバインダーを第２層塗材中に含有させてもよい。バイン
ダーとして好ましいものとしては、カオリン族（カオリナイト、ハロサイト等）、スメク
タイト族（モンモリロナイト等）、バーミキュライト族、タルク族、雲母族、緑泥石族、
アタパルジャイト、セピオライト、珪酸アルミニウムマグネシウムなどの無機化合物から
なるバインダー若しくはカルボキシメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニ
ルアルコール、カラギーナンなど親水性有機化合物若しくは炭素繊維、ガラス繊維、金属
繊維等の無機質繊維又は石油系繊維（ナイロン、ビニロン等）、天然繊維等の有機質繊維
材料が挙げられる。これらのバインダーを適宜、第２層中に配合することでひび割れの防
止、塗材の磨耗強度の向上が図られ、また塗材は粘性のあるスラリー状となり施工性を向
上することができる。また、塗材が硬化し難い場合はセメント、硫酸カルシウム、水酸化
カルシウム、炭酸カルシウム、珪酸カルシウム等の親水性硬化剤を添加してもよい。
【００１７】
前記の第１層塗材及び第２層塗材に用いて、まず下地材に対して内面塗材としての吸着吸
放湿能を有する無機多孔質物質を含有する第２層塗材を塗装し、次いで表面塗材としての
抗菌・有害物分解性物質を含有する第１層塗材を塗布して仕上げることで建造物用複合内
装塗材を提供することができる。
【発明の効果】
【００１８】
第１層に含まれる抗菌・有害物分解性物質による酸化反応速度が第２層からの臭気成分、
ＶＯＣの放出速度に比して小さいために、室内に未分解の臭気成分、ＶＯＣが拡散してし
まい、かえって室内の臭気成分、ＶＯＣの濃度が高くなってしまうこと防ぐことができ、
室内側に臭気成分、ＶＯＣを再放出することのない建造物用複合内装塗材を提供すること
ができる。
【００１９】
第１層に含まれる抗菌・有害物分解性物質の作用により第２層に含まれる無機多孔質物質
に吸着・捕捉された分子が分解される。これにより、無機多孔質物質の細孔が吸着した分
子で飽和して一定量以上の分子を吸着できなくなることを防ぐことができる。
【００２０】
光及び外気と接触する第１層として殺菌・有害物分解層を形成することにより、内面構造
中に無駄に抗菌材、光触媒を使用することが無くなるので製造コストの低減を図ることが
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できる。また、光触媒を表層のみに配置することにより光触媒の機能を十分発揮させるこ
とができる。
【００２１】
第２層の室内側の表面は、後述のように粗粒の無機多孔性物質を配合することにより凹凸
状になる。凹凸状の第２層に被覆される第１層は摩擦により経時的にある程度消失してし
まうが、その凹部に塗着させた殺菌・有害物分解層は磨耗等で失われることはない。それ
により半永久的に吸放湿材に吸着された臭い成分、ＶＯＣなどを分解すると共に、壁表面
の汚れ防止やカビ類の発生防止の機能を果たすことができる。
【００２２】
本発明に係る建造物用複合内装塗材は、単にそれぞれの塗材を混合して一層にして用いた
場合に比較して、湿度の調整や臭気の緩和、有害物質の分解などより複合的な機能をより
効率的に発揮することができる。これらの湿度調整や臭気や有害物質の除去・抗菌性の機
能は上述のとおり持続性があり、特に化学物質過敏症者のいる世帯や感染症が生じやすい
高齢者施設や医療施設向けに最適である。また、結露によるカビの発生や、過乾燥状態に
よるアレルギー症状及び喘息症状の悪化の対策として有効であり、住環境改善に大いに貢
献するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、本発明の実施例につき、具体的に説明する。図１は本発明の建造物用複合内装塗材
の断面を模式化して示した図である。
【００２４】
木材（構造用合板、ベニヤ板等）、モルタル、石膏ボード等の下地材１に骨材、有機系又
は無機系バインダーからなる下地接着材を厚さ５ｍｍ以下程度にまんべんなく鏝、エアブ
ラシ、刷毛などで塗りつけ第３層２とする。下地材１に接する第３層２はシリコン樹脂、
アクリル樹脂などの有機系若しくはセメント、石膏などの無機系の硬化接着機能を持つバ
インダーを主成分とし、第２層３を下地材１に接着させる役割を果たす。さらに、できる
だけ透湿性、ガス透過性の小さい材料を用いることにより、下地材１から第２層３への湿
気、臭気・揮発性の有害化学物質の移動を遮断することができる。このとき、もし下地材
１に第２層３が必要とされる強度で接着可能な場合、また下地材１より揮発性の有害物質
飛散のおそれがない場合、その飛散量が極小である場合、下地材１より第２層３へ木材ア
ク等の溶出によるシミが生じず外観を損ねるおそれがない場合等には第３層２は省いても
構わない。そのような下地材の材料としては石膏ボード等が挙げられる。
【００２５】
下地材１の上に直接、又は上述の手順で下地材の上に積層した第３層２の上に室内のＶＯ
Ｃ、臭気成分等を吸着し、かつ吸湿・放湿する能力（吸着吸放湿能）を有する第２層塗材
を鏝、刷毛等にて塗布することにより第２層３を形成する。ここで第２層３の主原料とし
ては1種類以上の無機多孔質物質５を用いる。無機多孔質物質５として好ましいものの一
例としては発泡セメント、珪藻土（ダイアトマイト）、シリカゲル、アロフェン、活性炭
、合成沸石、天然ゼオライト等が挙げられる。天然ゼオライトの中でも、モルデン沸石及
びクリノプチロライトは塊状で多く産出し、破砕等で加工が容易であり本発明で使用する
無機多孔質物質として好ましい。これら無機多孔質物質５から、天然ゼオライトが主成分
となるように、少なくとも1種類以上を選択し破砕機、分級機等により粗粒（２００μｍ
以上）と微粒（２００μｍ以下）に加工した後、必要に応じて施工時の作業性を考慮して
、可塑性を上げてひび割れ防止し、塗材の磨耗強度を向上させるためのバインダーを配合
して第２層塗材とし、第３層２の表面若しくは下地材１に厚さ１ｍｍ～２０ｍｍになるよ
うに鏝、刷毛、エアブラシ等を用いて該塗材を塗り、吸着吸放湿能を有する第２層３を形
成する。ここで上記の親水性硬化剤、有機系バインダー、無機系バインダー、無機質繊維
又は有機質繊維の全てについて必ずしも添加する必要はないが、塗布性の向上、養生後の
クラック防止、下地への接着性の向上、塗材の耐磨耗性の向上等の目的に応じて、それぞ
れを適宜選択して配合することで、第２層塗材の品質をコントロールすることができる。



(7) JP 5510911 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

バインダーとして好ましいものとしては、カオリン族（カオリナイト、ハロサイト等）、
スメクタイト族（モンモリロナイト等）、バーミキュライト族、タルク族、雲母族、緑泥
石族、アタパルジャイト、セピオライト、珪酸アルミニウムマグネシウムなどの無機化合
物からなるバインダー若しくはカルボキシメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポ
リビニルアルコール、カラギーナンなど親水性有機化合物若しくは炭素繊維、ガラス繊維
、金属繊維等の無機質繊維又は石油系繊維（ナイロン、ビニロン等）、天然繊維等の有機
質繊維材料が挙げられる。これらのバインダーを適宜、第２層３中に配合することでひび
割れの防止、塗材の磨耗強度の向上が図られ、また塗材は粘性のあるスラリー状となり施
工性を向上することができる。また、塗材が硬化し難い場合はセメント、硫酸カルシウム
、水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、珪酸カルシウム等の親水性硬化剤を添加してもよ
い。また、無機多孔質物質５の粗粒と微粉末の粒度配合比を適宜調整することにより、第
２層３の断面を凸凹状に形成することができるし、後述の抗菌・有害物分解性物質６を含
む第１層４を塗り重ねる基礎となる第２層３の表面は、抗菌・有害物分解性物質６を含む
第１層塗材の塗着を高めるために粗粒の無機多孔質物質５又は適当な粒径の川砂など骨材
となるものを配合することにより凹凸状としてもよい。また、塗材の着色を目的として黄
土や炭などの天然材料、弁柄などの無機顔料を用いてもよい。このようにして形成した第
２層３の主原料である無機多孔質物質５は、室内の湿度調整並びに室内の湿気、臭気成分
及び有害化学物質を吸着する役割を果たす。また、第２層塗材中には無機多孔質物質５を
含有させているため、元来ある程度の断熱性を有するが、必要に応じて、セピオライト、
シラス、珪藻土、ガラスバルーンなどの軽量骨材７を第２層塗材に加え第２層３に空隙が
より多く含まれるように構成すれば、塗材の昇温を抑制し、温度上昇に伴う第２層３の無
機多孔質物質５に吸着した分子の脱着速度をさらに低下させることが可能となる。ここで
軽量骨材７の最大粒径は、第２層塗材における塗厚の範囲内であるものとする。
【００２６】
続いて、第２層３の室内側表面に抗菌・有害物分解性物質６としての酸化チタン光触媒と
バインダーとからなる第１層塗材を塗布して、抗菌・有害物分解能を有する第１層４を形
成する。ここで酸化チタン光触媒の添加量については０．０１～２０ｇ／ｍ２を目安とし
て、酸化チタン光触媒の濃度を増減させて室内に臭気成分やＶＯＣが漏れ出さないように
その濃度を適宜、調節すればよいが、より高い抗菌・有害物分解能が求められる場合、後
述のように第２層塗材を無機質バインダーに代えて添加する場合等においては上記の目安
を超えて酸化チタン光触媒を添加してもよい。また、暗所での抗菌機能が望まれる場合に
はさらに銀イオン、銅イオン、亜鉛イオンなどの無機質抗菌剤を抗菌・有害物分解性物質
６として第１層塗材に添加するとよい。このとき、バインダーとしてシリカゾル、アルミ
ナゾル、アルミナセメントのような無機質バインダーを用いるが、抗菌・有害物分解性物
質６を施工現場に入る前にあらかじめバインダーと混合して塗布してもよいし、施工現場
にて抗菌・有害物分解性物質６をバインダーに加えても良い。また、第２層塗材を上記の
無機質バインダーに代えて添加してもよい。第１層４中の酸化チタン光触媒は明所にて抗
菌性を示すほか、第２層３が吸着した室内の臭気成分やＶＯＣを分解する機能を有する。
これにより、本発明の複合内装塗材は細孔の飽和により室内の臭気成分やＶＯＣの吸着性
能が落ちることなく、継続的にその機能を発揮することができる。また、第１層４中に無
機質抗菌材を添加した場合は、暗所でも抗菌性能を発揮し、常に衛生的な室内環境を提供
できる。
【００２７】
以下、実施例により更に具体的に説明する。
【００２８】
実施例１
合板あるいはモルタル表面あるいは仕上げの塗装膜の上に直接、表１に示される配合比（
グラム）でそれぞれの原料を混合した後、同量の水を加水し、鏝で塗布して第２層を、厚
さ３．０ｍｍで施工した。結果、サンプル１～８のいずれにおいても混練および鏝による
施工が可能であった。なかでもサンプル１～６については、いずれも鏝で施工が容易であ
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り、さらにサンプル２～４については、最も施工性に優れていた。さらに、サンプル２～
８については養生後（養生温度は室温）もクラックは発生せず、表面の耐磨耗性も問題は
なかった。サンプル１については、微粒が多いため加水量が足りず、乾燥後クラックが発
生したが、表面の粉落ちは問題なかった。なお、ここで無機多孔質物質としてはモルデナ
イトを主原料として選択し、クラッシャー粉砕・風力分級により得られた２００μｍ以上
の粗粒と２００μｍ以下の微粒について前記塗材に配合した。またバインダーとしてカオ
リン属無機鉱物および天然繊維を使用し、親水性硬化剤としては水酸化カルシウムを使用
した。なお、本願発明はこの実施例に限定して理解されるべきではない。
【００２９】
【表１】

【００３０】
実施例２
表１のサンプル２と同じ原料配合比で、厚さ１２．５ｍｍ、面積９ｃｍ２のプラスターボ
ード下地に塗材を鏝で塗り付け、塗布厚３ｍｍのサンプルを作成した。その表面に、酸化
チタン重量が１ｍ２当たり１０ｇになるよう可視光応答型光触媒を塗布したものを作成し
「サンプル＋光触媒」（Ｒｕｎ．４）とした。比較対象のためにブランクとしてテドラー
バッグに何も入れないもの（Ｒｕｎ．１）、プラスターボード下地のみ（Ｒｕｎ．２）、
光触媒を塗布しないサンプル（Ｒｕｎ．３）を用意した。それぞれを容積５リットルのテ
ドラーバッグに入れ、アセトンを２μリットル注入後直ちにアセトンガスの濃度をガスク
ロマトグラフにより測定した。その後、適宜１μリットルずつアセトンを追加しながら温
度２０℃、照度１２００ルクスの条件で蛍光灯照射を行いながらサンプルを静置し、アセ
トンガス濃度の経時的変化をガスクロマトグラフにより測定した。結果は表２及び図２に
まとめたとおりであるが、比較対照のためのＲｕｎ．１及びＲｕｎ．２では、アセトンガ
スの吸着が起こらず、アセトン注入量に比例しアセトン濃度が上昇していることが確認さ
れた。Ｒｕｎ．３およびＲｕｎ．４では、当初塗材によるアセトンガスの吸着がありガス
濃度はＲｕｎ．１およびＲｕｎ．２に比べ低く、同程度の濃度で推移しているが、光照射
400時間を境に光触媒を塗布したもの（Ｒｕｎ．４）が塗布していないもの（Ｒｕｎ．３
）に比べてガス濃度が低減したことを確認できた。
【００３１】

【表２】

【００３２】
実施例３



(9) JP 5510911 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

表１のサンプル２と同じ原料配合比で、Ｒｕｎ．１～２までの塗材原料を準備した。そし
て、酸化チタン重量が１ｍ２当たり１ｇになるよう可視光応答型光触媒を調整し、塗材原
料塗布後、表面に光触媒を塗布したもの（Ｒｕｎ．１）、光触媒を予め原料塗材中に混ぜ
込んで塗布したもの（Ｒｕｎ．２）について、それぞれ厚さ９．５ｍｍ、面積１００ｃｍ
２のプラスターボード下地に塗材を鏝で塗り付け、塗布厚３ｍｍのサンプルを作成した。
それぞれを養生乾燥したのち、容積５リットルのテドラーバッグに入れ、アセトンを５０
μリットル注入後暗所に５日間静置し、アセトンガスの濃度をガスクロマトグラフにより
測定した。その後、温度２０℃、照度１２００ルクスの条件で４５時間蛍光灯照射を行い
、アセトンガスの濃度変化をガスクロマトグラフにより測定した。結果は表３にまとめた
とおりであるが、光触媒を表面に塗布したＲｕｎ．１は、塗材に光触媒を全量練りこんだ
Ｒｕｎ．２に比べ、アセトン濃度が大幅に低下していることが確認できた。なお、アセト
ンガス残存率（％）＝照射後/照射前×１００にて算出した。
 
【００３３】

【表３】

【００３４】
参考例１
表1のサンプル２と基本的に同じ配合比で、そのうちモルデナイト量について表４に示さ
れる配合比（グラム）に置き換えたサンプルをＲｕｎ．１、２として作成した。また、消
石灰および珪藻土を主成分にした既存商品（Ｒｕｎ．４～６）を、それぞれの原料を混合
した後、厚さ９．５ｍｍ、面積９ｃｍ２のプラスターボード下地に塗材を鏝で塗り付け、
塗布厚３ｍｍのサンプルを作成した。それぞれを養生乾燥したのち、容積５リットルのテ
ドラーバッグに入れ、濃度１５～２０ｐｐｍのアンモニアガスを封入し、直ちにアンモニ
アガスの濃度を検知管により測定した。このとき、比較としてテドラーバックに何も入れ
ないもの（Ｒｕｎ．４）も作成した。その後、初期濃度からのアンモニアガス吸着率の経
時的変化を検知管により測定した。結果は表４及び図３にまとめたとおりであるが、沸石
属であるモルデナイトを塗材の主原料とした場合（Ｒｕｎ．１）、最もアンモニアガスの
吸着率が高く、モルデナイトを他の無機多孔質物質であるパーライトに置き換えた場合（
Ｒｕｎ．２）においては、吸着率がやや低下した。また、漆喰系および珪藻土系既存品（
Ｒｕｎ．４～６）については、総じて沸石（モルデナイト）を使用したときよりアンモニ
アガスの吸着率が低下した。
【００３５】

【表４】

【００３６】
参考例２
表５に示される配合比（グラム）でそれぞれの原料を混合した後、厚さ１２．５ｍｍのプ
ラスターボード下地に塗材を鏝で塗り付け、塗布厚３ｍｍのサンプルを作成した。結果は
表５にて示しているが、養生後目視にて確認を行ったところ、天然繊維を含まないＲｕｎ
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．２については乾燥後クラックが発生した。また、各サンプルについての付着強度を試験
した結果、無機バインダーを添加したＲｕｎ．１について、最もよい結果が得られた。な
お、付着強度の試験はJIS A 6909（建築用仕上塗材）の付着強度の試験方法に準じて行っ
た。
【００３７】
【表５】

【００３８】
表１のサンプル２と同じ原料配合比で、Ｒｕｎ．１の塗材原料を準備した。そして、厚さ
９．５ｍｍ、面積９ｃｍ２のプラスターボード下地に塗材を鏝で塗り付け、塗布厚３ｍｍ
のサンプルを作成した。あわせて比較対照として、表６のＲｕｎ．３～５に示すサンプル
を準備した。それぞれを養生乾燥したのち、第２層の下地に面する側（サンプル下部）を
ホットプレートにて６２．５℃に加熱し、第１層の室内側の表面（サンプル上部）の温度
変化を継続的に測定した。結果は表６にまとめたとおりであるが、塗材を塗布しなかった
Ｒｕｎ．２に比べ、Ｒｕｎ．１はサンプル上部の温度上昇が抑えられている。またＲｕｎ
．３～５といった既存の内装材に比べても、塗材の温度上昇抑制効果は大きく、高い断熱
性を有することが明らかとなった。
【００３９】

【表６】

【００４０】
参考例３
表１のサンプル３と同じ原料配合比で、面積９ｃｍ２のプラスチック板に塗材を鏝で塗り
付け塗布厚５ｍｍのサンプルを作成した。そして、同サンプルを容積１０リットルのテド
ラーバッグに入れたもの、また対照として何も入れなかったもの（Blank）について、そ
れぞれ対象ガスを初期濃度１０～１２ｐｐｍになるように封入した後、検知管によりガス
吸着試験を経時的に行った。結果を表７に記す。
【００４１】
【表７】

【００４２】
表７によると、代表的な臭気物質であるアンモニアと硫化水素、またシックハウス症候群
の原因物質といわれるホルムアルデヒドのいずれについても、速やかにガス濃度の低下が
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【００４３】
このように本発明を適用すれば、無機多孔質物質への臭気成分、ＶＯＣ等の分子の吸着・
脱着反応と抗菌・有害物分解性物質による該分子の分解反応を協調せしめ、一度、無機多
孔質物質に吸着した臭気成分、ＶＯＣ等の分子が室内に再度放出されることのない建造物
用複合内装塗材及び建造物用複合内装塗装構造を提供することができ、さらには、第１層
の抗菌・有害物分解性物質により無機多孔質物質の細孔が吸着した分子を分解することに
より、細孔を飽和させることなくセルフクリーニングできる能力を有する建造物用複合内
装塗材及び建造物用複合内装塗装構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の建造物用複合内装塗装構造の断面を模式化して示した図である。
【図２】実施例２に示される表２の結果をまとめたグラフである。
【図３】参考例１に示される表４の結果をまとめたグラフである。
【符号の説明】
【００４５】
１ 下地材
２ 第３層
３ 第２層
４ 第１層
５ 無機多孔質物質
６ 抗菌・有害物分解性物質
７ 軽量骨材

【図１】 【図２】

【図３】



(12) JP 5510911 B2 2014.6.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  福井　晴子
            島根県松江市黒田町８７番地４　株式会社伸興サンライズ内

    審査官  小林　俊久

(56)参考文献  特開２００５－１８６６１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１３８３７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０３８３６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２０４９６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０８１９４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０９６７９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０３３９０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０８５１１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１８８４８７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｆ　　１３／０２　　　　
              Ｅ０４Ｂ　　　１／６４　　　　
              Ｅ０４Ｂ　　　１／９２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

